
 

 

厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 12 条

第１項の規定に基づき、本市が認定した者（以下「認定農業者」という。）が、継

続的に農業経営の拡大及び効率化を推進できるよう、予算の範囲内において厚木

市認定農業者確保・育成事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

について、厚木市補助金等交付規則（昭和 45 年厚木市規則第５号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者等） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれの要件も満たす認定農業者であって、別表第１又は別表第２に

掲げる補助対象事業（以下「補助対象事業」という。）を実施するものとする。 

(1) 市税等の滞納がないこと。 

(2) 農業経営に係る主たる農地等を本市の区域内に所有していること。 

(3) 国及び地方公共団体から補助対象事業に係る補助金等の交付を受けていな

いこと。 

２ 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、１回限りとする。 

３ 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第１又は別表

第２のとおりとし、その合計額が 10 万円以上のものとする。 

（補助金の額の算出方法等） 

第３条 補助金の額は、別表第１又は別表第２のとおりとし、千円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付申請書（第１号様式）に次に

掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 別表第１又は別表第２に掲げる添付書類 

(4) 農業経営改善計画認定書の写し 

(5) 再認定申請確約書 

(6) 個人情報の取得に関する同意書 

２ 申請者は、前項に規定する申請書を提出する場合で、消費税及び地方消費税を

補助対象経費とするときは、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税

法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除でき

る部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による

地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の

割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請するとともに、



 

 

その計算方法、積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければな

らない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

（交付決定及び交付決定に係る条件） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査の

上、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定し、厚木市認定農業者確保・

育成事業費補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものと

する。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合は、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更をしようとする場合は、

あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の合計の 30 パー

セント以内の変更については、この限りでない。 

 (2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承

認を受けること。 

 (3) 補助対象事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しな

い場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、

その指示を受けること。 

 (4) 補助対象事業完了後、５年以上認定農業者として農業を営むこと。 

３ 市長は、第１項の規定により、別表第１に掲げる補助対象事業を審査する場合

は、専門的な知識を有する者に意見を求めることができるものとする。 

（変更の承認） 

第６条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決

定者」という。）は、同条第２項第１号又は第２号の規定による市長の承認を受け

ようとする場合は、厚木市認定農業者確保・育成事業変更（中止、廃止）承認申

請書（第３号様式）に必要書類を添えて市長に申請するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、厚木市認

定農業者確保・育成事業変更（中止、廃止）承認通知書（第４号様式）により交

付決定者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により、別表第１に掲げる補助対象事業を審査する場合は、

専門的な知識を有する者に意見を求めることができるものとする。 

（実績報告） 

第７条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、厚木市認定農業者確保・

育成事業実績報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日か

ら30日を経過した日又は交付決定の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早

い日までに、市長に報告しなければならない。 

(1) 事業実績書 

 (2) 収支決算書 

 (3) 厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付請求書（第６号様式） 

 (4) 別表第１又は別表第２に掲げる添付書類 

２ 交付決定者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、消費税及び地



 

 

方消費税を補助対象経費とする場合で、当該補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告すると

ともに、その計算方法、積算の内訳等を記載した書類を報告書に添えて提出しな

ければならない。 

（補助金の支払） 

第８条 補助金は、前条第１項の規定により実績報告書の提出を受け、市長が補助

対象事業の完了を確認した後に支払うものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９条 交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあって

は、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額が確定したときには、消費税仕入控除税額報告書（第７号様式）

により、速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により報告があった場合は、申請者に対して当該消費税及

び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第 10 条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部若しくは

一部を返還させることができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、補助対象事業に関し、補助金の交付決定の内容及

びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。 

（財産処分の制限） 

第 11 条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産に

ついては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）

に定める耐用年数を経過するまでの間において、市長の承認を受けないで、この

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

取り壊し又は廃棄してはならない。 

（書類の整備等） 

第12条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければな

らない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する市

の会計年度の翌年度から 10 年間保存しなければならない。 

（届出事項） 

第13条 交付決定者は、天災地変その他の事故により第11条の対象となる財産を損

傷又は亡失したときは、施設財産の損傷（亡失）届（第８号様式）により、その

旨を市長に届け出なければならない。 

    

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



 

 

２ この要綱は、令和９年３月 31 日限り、その効力を失う。 

 

 



 

 

別表第１（第２条―第７条関係） 

補助対象事

業 
補助対象経費 補助額 添付書類 

１  高度な

環 境 制 御

に よ る 栽

培 施 設 シ

ス テ ム の

導入 

モニタリング機器、複合・統

合環境制御機器、ＣＯ２発生

装置、ミスト発生装置などの

購入費及び設置費 

補助対 象

経費の 合

計額の 50

パーセ ン

ト以内（上

限 100 万

円） 

(1) 設備を購入する場合 

ア 交付申請 

(ｱ) 見積書の写し 

(ｲ) 設備等のカタログ 

イ 実績報告 

(ｱ) 領収書等の写し 

(ｲ) 購入した設備等の

写真 

(ｳ) 財産管理台帳 

(2) 工事を施工する場合 

ア 交付申請 

(ｱ) 実施設計書 

(ｲ) 施工箇所位置図 

(ｳ) 見積書の写し 

(ｴ) 設備等のカタログ 

イ 実績報告 

(ｱ) 出来高設計書 

(ｲ) 完成した設備等の

写真 

(ｳ) 領収書等の写し 

(ｴ) 財産管理台帳 

２  ロボッ

ト 技 術 を

活 用 し た

最 新 技 術

搭 載 型 の

機 械 の 導

入 

農業用ドローン、自動走行農

業機械、農業用アシストスー

ツ、リモコン草刈機、自動判

別機能付きの収穫機・選果機

などの購入費 

３  その他

の 先 進 栽

培 技 術 等

の 導 入 補

助 

その他市長が認めたもの 

備考 １ 全ての事業において、農業経営以外への汎用性の高いもの（パソコン、タブレ 

ット、スマートフォン等）、リース料、通信料、講習費、メンテナンス費、保険

料等の経費は対象外とする。 

２ ２の事業については、農林水産省による「スマート農業技術カタログ」に記載

されているもの又は本市の農業に影響のある最先端の技術が活用された事業とす

る。 

３ ３の事業については先進性が認められるものであることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表第２（第２条―第４条、第７条関係） 

補助対象事

業 
補助対象経費 補助額 添付書類 

営農に貢献

する設備等

の整備事業 

営農に貢献する設備等であ

って、次に掲げるものの整備

に要する経費 

ア 温室（ビニルハウス、

附帯設備等を含む。） 

イ 育苗施設 

ウ 出荷調製施設 

エ 加工処理施設 

オ 果樹棚 

カ 農業機械（トラクタ、

耕うん機、アタッチメン

ト等） 

キ その他営農に貢献す

ると市長が認める設備

等 

 

補助対 象

経費の 合

計額の 35

パーセ ン

ト以内（上

限 50 万

円） 

(1) 設備を購入する場合 

ア 交付申請 

(ｱ) 見積書の写し 

(ｲ) 設備等のカタログ 

イ 実績報告 

(ｱ) 領収書等の写し 

(ｲ) 購入した設備等の

写真 

(ｳ) 財産管理台帳 

(2) 工事を施工する場合 

ア 交付申請 

(ｱ) 実施設計書 

(ｲ) 施工箇所位置図 

(ｳ) 見積書の写し 

(ｴ) 設備等のカタログ 

イ 実績報告 

(ｱ) 出来高設計書 

(ｲ) 完成した設備等の

写真 

(ｳ) 領収書等の写し 

(ｴ) 財産管理台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１号様式（第４条関係） 

 

厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付申請書 

 

                           年  月  日 

 

（宛先）厚木市長 

 

               住所又は所在地 

               （団体名） 
               ふりがな 

氏名又は代表者名           

 

 次のとおり申請します。 

 

１ 施 行 場 所  

２ 申 請 金 額               円 

３ 計 画 概 要  

４ 事 業 効 果  

５ 着手予定年月日  

６ 完了予定年月日  

７ 添 付 書 類 

【設備を購入する場合】 

□事業計画書 □収支予算書 

□農業経営改善計画認定書の写し □再認定申請確約書 

□個人情報の取得に関する同意書  

□見積書の写し □設備等のカタログ 

【工事を施工する場合】 

□事業計画書 □収支予算書 

□農業経営改善計画認定書の写し □再認定申請確約書 

□個人情報の取得に関する同意書  

□実施設計書 □施工箇所位置図 □見積書の写し 

□設備等のカタログ 

 



 

 

第２号様式（第５条関係） 

 

厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付決定通知書 

 

                            年  月  日 

          様 

 

                 厚木市長                  ㊞ 

 

   年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、次のとおり決

定したので、通知します。 

 

１ 補助金交付

決定金額 

 

                円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分を変更し、中

止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を

受けること。ただし、補助対象経費の合計の 30％以内の変更

については、この限りでない。 

（2）補助対象事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若

しくは完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となっ

た場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（3）市の監査等を求められたときは関係書類を提示すること。 

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産に

ついては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40

年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数を経過するまでの間

において、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

取り壊し又は廃棄してはならないこと。 

（5）不正な方法等により補助金の交付を受けたことが判明した

場合又は暴力団等に該当すると判明した場合には、補助金交

付の決定が取り消され、交付された補助金の全部または一部

の返還を命ずることができるものであること。 

（6）補助事業が完了したときは、定められた期限までに事業実

績報告を行うこと。 

（7）交付時期 事業完了後 

（8）その他補助金に関する市の規則、要綱及び要領の定めに従

うこと。  



 

 

第３号様式（第６条関係） 

 

     厚木市認定農業者確保・育成事業変更（中止、廃止）承認申請書 

 

                           年  月  日 

 

（宛先）厚木市長 

 

               住所又は所在地 

               （団体名） 
               ふりがな 

氏名又は代表者名            

 

 次のとおり申請します。 

 

 

１ 事 業 の 内 容 

 

 

 

 

 

２ 変更事業計画書

（中止、廃止）の 

内容 

 

変更(中止、廃止) 

前 

 

 

 

変更(中止、廃止) 

後 

 

 

 

３ 変更（中止、廃止） 

 の理由 

 

 

 

４ 添 付 書 類 

 

 

□変更事業計画書 □変更収支予算書 □ 

 

 

５ 注 意 事 項 

 

 

変更計画書は、変更（中止、廃止）後のものと対照で

きるよう、変更（中止、廃止）前を括弧書きで上段に、

変更（中止、廃止）後のものを下段に２段書きする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４号様式（第６条関係） 

 

厚木市認定農業者確保・育成事業変更（中止、廃止）承認通知書 

 

                            年  月  日 

          様 

 

                 厚木市長               ㊞ 

 

 次のとおり承認します。 

 

 

１ 変更後補助金額 

 

 

                  円 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指示事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５号様式（第７条関係） 

 

厚木市認定農業者確保・育成事業実績報告書 

 

                           年  月  日 

 

（宛先）厚木市長 

 

               住所又は所在地 

               （団体名） 
               ふりがな 

氏名又は代表者名           

  

 次のとおり報告します。 

 

 

１ 施 行 場 所 

 

 

 

２ 事 業 費 

 

 

                     円 

 

３ 補 助 交 付 

 決 定 額 

 

                                          円 

 

４ 事 業 完 了 

 年 月 日 

 

              年   月   日 

 

５ 実績の概要 

（内容、効果等） 

 

 

６ 添 付 書 類 

【設備を購入した場合】 

□事業実績書 □収支精算書 

□厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付請求書 

□領収書等の写し □購入した設備等の写真  

□財産管理台帳 

【工事を施工した場合】 

□事業実績書 □収支精算書 

□厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付請求書 

□出来高設計書 □領収書等の写し 

□完成した設備等の写真 □財産管理台帳 



 

 

第６号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）厚木市長 

              

 

住所又は所在地 

（団体名） 

氏名又は代表者名      

電話番号  

 

 

 厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金交付請求書 

 

   年  月  日付けで補助金交付決定のあった厚木市認定農業者確保・育成

事業について次のとおり請求します。 

 

 

補助金交付請求額           円 

 

 

【振込先】 

金 融 機 関 名 
 

支 店 名 
 

口 座 種 別 
 

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人 
 

 

  



 

 

第７号様式（第９条関係） 

      

年  月  日 

 

（宛先）厚木市長 

 

住所又は所在地 

                 （団体名） 

                 ふりがな 

氏名又は代表者名          

 

消費税仕入控除税額報告書 

 

年  月  日付けで交付決定を受けた厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金

に係る消費税仕入控除税額について、次のとおり報告します。 

 

 

１ 補助金の額の確定額 金     円 

 

２ 消費税の申告の有無（どちらかを選択） 有 ・ 無 

（２で「無」を選択の場合は以下不要） 

 

３ 仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択） 一般課税 ・ 簡易課税 

（３で「簡易課税」を選択の場合は以下不要） 

 

４ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額 金     円 

 

５ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 金     円 

 

６ 補助金返還相当額（５から４の額を差し引いた額） 金     円 

 

（注）１ 別紙として積算の内訳を添付すること。  

２ 補助金返還相当額がない場合であっても、報告すること。 

  



 

 

 

第８号様式（第13条関係） 

      

年  月  日 

 

 （宛先）厚木市長 

 

住所又は所在地 

                 （団体名） 

                 ふりがな 

氏名又は代表者名           

 

施設財産の損傷（亡失）届 

 

厚木市認定農業者確保・育成事業において実施した次の施設について損傷（亡失）

したので届け出ます。 

 

 

１ 事業内容及び事業費 

 

 

２ 被害の程度 

 

 

３ 損傷又は亡失の原因 

 

 

４ 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧見込額 

 

 

５ 当該施設の保全又は復旧のために採った応急措置 

 

 

６ 添付資料（状況写真、平面図等） 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

再認定申請確約書 

 

 

 

（宛先）厚木市長 

 

 

認定農業者としての期間満了後に再認定の申請をすることを確約します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年  月  日 

 

住所又は所在地 

（団体名） 

氏名又は代表者名       ㊞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
個人情報の取得に関する同意書 

 
（宛先）厚木市長 
 
 私は、厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金の申請に関する審査のため、次

の取得に同意します。 
 
 

１ 個人情報（住民基本台帳等の記載内容） 
 
 ２ 市税の納付状況（延滞金を含む。） 
 
 ３ 暴力団員でないことの確認（神奈川県警察本部に照会） 
 
 
 

 
 
                     年   月   日 
 
 
 
            住    所   
 
             ふ り が な 
            氏      名            ㊞ 
 
            性    別    男 ・ 女 
 
            生 年 月 日 T・S・H・R   年  月   日 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

構成員名簿 

 

年 月 日現在の構成員 

 

役職名 氏  名 氏名のカナ 生年月日 性別 住  所 

代表者   T・S・H・R 

  年 月 日  

  

   T・S・H・R 

  年 月 日  

  

   T・S・H・R 

   年 月 日  

  

   T・S・H・R 

   年 月 日  

  

   T・S・H・R 

   年 月 日  

  

 

厚木市認定農業者確保・育成事業費補助金の申請に関する審査のため、上記構成

員に係る、次の取得に同意します。 

   

１ 個人情報（住民基本台帳等の記載内容） 

 

２ 市税の納付状況（延滞金を含む。） 

 

 ３ 暴力団員でないことの確認（神奈川県警察本部に照会） 

 

令和   年   月   日 

 

団体名                  

代表者氏名              印 

 

 

(注)必要に応じ、表及び署名欄の追加・削除を行ってください。 

 


